
宍粟市幼保一元化計画による城下地区におけるこども園整備にかかる 

保護者アンケート調査実施要領 

 

１ 目的 

 宍粟市では、就学前の幼児教育・保育において、少子化や保護者の多様なニーズに対応

するため、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ『幼保連携型認定こども園（以下「こども園」と

いう。）』の整備によって幼保一元化を進めています。 

 このたび、城下地区にこども園を整備するにあたり、よりよい幼児教育・保育を行える施設と

なるよう、子育て世代の保護者の皆様から広くご意見をいただくことを目的としたアンケートを

実施します。 

 

２ アンケート対象者 

（１） 城下地区にある幼稚園・保育所在籍児の保護者 

（２） 城下地区に居住し上記以外の施設を利用する就学前児の保護者 

（３） 城下地区に居住する未就園児の保護者 

※令和３年 10月 1日現在で住民票を有している児童の保護者とします。 

 

３ 実施方法 

無記名によるアンケート調査。 

アンケート対象の約 280世帯にアンケート用紙を郵送し、返信封筒にて回収（持参可） 

 

４ 実施時期 

   発送：令和３年 11月２日（火） 

   締切：令和３年 11月 16日（火）必着 

 

５ 集約 

   宍粟市教育委員会こども未来課で行う 

 

６ 結果の取り扱い 

   集計結果を幼保一元化城下地区協議会へ資料として提出と共に公表する。 


